
《 全国的青年連絡組織 入会申込書》    準会員用 
全国的青年連絡組織＜準会員＞にご入会を希望される方は、必要事項（◆は必須）をご記入の上、 
郵送、もしくは E-Mail にてお申し込みください。 
 

◆記入日（Date）       年（Ｙ）/    月（Ｍ）/    日（Ｄ）  

 

◆氏名（Name）：                       ◆性別（Sex）：         

 

◆生年月日（Date of Birth）：         年（Ｙ）/     月（Ｍ）/    日（Ｄ） 

 

◆住所（Address）：〒 

                                                                    

 

◆電話番号（Phone）：                   ◇FAX：                       
 

◆E－Mail：（携帯）：                                

        （ＰＣ） ：                                                        

 

◇ 所属（所属ユネスコ協会・ユネスコクラブ etc）                                     

※全国的青年連絡組織に望むことなどご自由にお書きください 

 

 

 

 

 

 ≪ 全国的青年連絡組織 準会員入会の手引き ≫  

全国的青年連絡組織とは   

ユネスコ協会に所属する青年会員（15歳以上 35 歳未満）から成る連絡組織です。日本ユネスコ協会連
盟(以下、日ユ協連)定款改定に伴い、構成団体会員の１つとして設立することとなりました。 

どうすれば参加できるの？ 

ユネスコ協会に所属する青年会員で、各ユネスコ協会より、日ユ協連に提出された青年会員名簿（現況
報告）に登録されている青年が、全国的青年連絡組織の正会員となります。 

また準会員として、以下の３つがあります。（※会費は徴収していません） 

     ①日ユ協連の個人会員 
②日ユ協連の学校会員の中で、大学、高校等に所属する青年団体  
③(1)～(3)以外の個人で、総会で認めたユネスコ精神に賛同し活動する個人 

 

 全国的青年連絡組織の＜準会員＞として登録を希望される方は、以下の入会申込書をご提出ください。 

 ※本登録は、2年間有効です。2年後も準会員として登録を希望する場合は、更新手続きが必要です。 

準会員の権限はどんなものがあるの？ 

正会員同様、ホームページなどを通し、青年ユネスコ活動の情報を得ることができます。また、総会に出席

し、意見を述べることができ、議決権を持っています。 

※ただし、本会の役員及び日ユ協連の評議員に関する選挙権、被選挙権はありません。 

   詳しくは、以下ホームページの組織概要→組織規約をご覧ください。 

全国的青年連絡組織ホームページ http://www.youth-unesco.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ リ ト リ 

－ 申 込 先 － 

郵便；〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-3-1 朝日生命恵比寿ビル 12階 

  日本ユネスコ協会連盟気付・全国的青年連絡組織 宛て 
 

E-Mail：seinen@unesco.or.jp 


